（別記様式－１）
協定参加資格確認申請書
令和　　年　　月　　日
国土交通省関東地方整備局
下館河川事務所長
青木　孝夫　殿
住　　　所
会　社　名
代表者氏名

「無人航空機による災害対策応急活動（被害状況調査）に関する協定」に参加したく申請書を提出します。
なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当する者でないこと、及び添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。
問い合わせ先は下記のとおりです。

記
1． 公募要領４．②に定める、本店、支店又は営業所の所在地が確認できる資料（別記様式－２）
2． 公募要領４．③に定める、｢無人航空機の飛行に関する許可・承認｣を受けることが確認できる資料（別記様式－３）
3． 公募要領４．④に定める、活動時に使用する無人航空機の性能等が確認できる資料（別記様式－４）
4． 公募要領４．⑤に定める、活動時に無人航空機を飛行させる者が確認できる資料（別記様式－５）
5． 公募要領４．⑥に定める、活動時の出動体制が確認できる資料（別記様式－６）
6． 公募要領４．⑦に定める、一般競争（指名競争）入札参加資格審査への申請書（受付が確認できるもの）または国土交通省競争参加資格認定通知書の写し

問い合わせ先
担 当 者　： 
部　　署　： 
電話番号　： 
ＦＡＸ　： 
Mail　： 


（別記様式－２）

本店、支店又は営業所の所在地
	区分※
	□本店
	□支店・営業所

	会社名
	

	住所
	


※関東地方整備局管内に所在している本店、支店・営業所のいずれか１つを選択。（関東地方整備局管内に本店が所在していれば本店を記載する。）
※記載した内容が確認できる資料（会社案内等の写し）を添付すること。



（別記様式－３）

｢無人航空機の飛行に関する許可・承認｣を受けることができることの確認書
	確認事項
	確認結果

	1 航空法（昭和27年法律第231号）第132条の85第１項第2号の許可及び同法第132条の86第2項第2号及び第3号）の承認を受けていることができる者であること。
	□
	｢無人航空機の飛行に関する許可・承認｣を受けることができます。


※航空法許可及び承認申請書の写しを添付すること。


（別記様式－４）

	No.
※1
	機体種類・型式※２
	登録記号
	撮影能力※２
静止画・動画撮影
	機体認証※３
(該当する場合) 

	１
	
	
	静止画・動画撮影可　
	

	2
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	3
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	4
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	5
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	６
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	７
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	８
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	９
	
	
	静止画・動画撮影可
	

	１０
	
	
	静止画・動画撮影可
	


活動時に使用する無人航空機の性能等
※１　緊急時に準備できる機体を記載すること。行が足りない場合は、適宜追加すること。
※２　機体性能・撮影能力が確認できるパンフレット等を添付すること。
※３　機体認証を受けた無人航空機は、第一種または第二種と記載し、確認できる資料を添付すること。



（別記様式－５）

	No.
※1
	氏　名
	無人航空機操縦者技能証明
(該当する場合)※２

	１
	
	□一等／□二等

	2
	
	□一等／□二等

	3
	
	□一等／□二等

	4
	
	□一等／□二等

	5
	
	□一等／□二等


活動時に無人航空機を飛行させる者

※１　緊急時に準備できる者を記載すること。行が足りない場合は、適宜追加すること。
※２　無人航空機操縦者技能証明書の写しを添付すること。


（別記様式－６）
活動時の出動体制
	班数※
	○○班


· 緊急時に準備できる班数（１班あたり３人以上）を記載すること。












協定参加資格確認申請書提出時のチェックリスト

協定参加資格確認申請書提出時には、本チェックリストにより提出書類が添付されていることをご確認下さい。

□ 協定参加資格確認申請書（別記様式－１）

· 本店、支店又は営業所の所在地が確認できる資料（別記様式－２）

· ｢無人航空機の飛行に関する許可・承認｣を受けることが確認できる資料（別記様式－３）

· 活動時に使用する無人航空機の性能等が確認できる資料（別記様式－４）

· 活動時に無人航空機を飛行させる者が確認できる資料（別記様式－５）

□ 活動時の出動体制が確認できる資料（別記様式－６）

□ 一般競争（指名競争）入札参加資格審査への申請書（受付が確認できるもの）
または国土交通省競争参加資格認定通知書の写し


これらの添付資料が未提出の場合は参加資格を認めない場合がありますので、ご注意下さい。

